
 

 

 

指定訪問看護事業所・指定介護予防訪問看護事業所 

訪問看護ステーションふれあいなかだ 重要事項説明書概要 

 

医療法人 仁泉会 

                     更新日 令和６年６月１日 

 

当事業所は、介護保険及び健康保険の指定を受けています。 

【宮城県指定 介護保険事業者番号】 

０４６１２９００５８ 

【東北厚生局指定 ステーションコード】 

１２９００５８ 

 

１．事業所内容 

 （１）事業者（事業所設置法人） 

     法人名   医療法人仁泉会 

     所在地   〒039-1161 

           青森県八戸市大字河原木字八太郎山 10番地 81 

     電話番号  0178-51-2590 

          ＦＡＸ番号 0178-51-2591 

     代表者名  理事長 田中 由紀子 

     設立年月  昭和４２年４月７日 

  

 （２）事業所名称等 

     事業所名  訪問看護ステーション ふれあいなかだ 

     所在地   〒987-0611 

           宮城県登米市中田町浅水字上川面 65番地 1 

     電話番号  0220-35-2656 

     ＦＡＸ番号 0220-35-1213 

     管理者氏名 佐々木 裕三子 

開設年月日 平成２１年６月１日 

 

 （３）事業所の目的と基本理念 

     ＊目 的 

     この事業は、介護保険法の理念に基づき、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の

確保を重視し、健康管理、全体的な日常生活動作の維持・回復を図るとともに在宅医療

を推進し、また、入浴・排泄・食事の介助その他生活全般にわたり快適な在宅療養が継

続できるよう支援することを目的とします。 

 ＊基本理念 

      ①利用者個人の人生観・価値観を尊重し、利用者個人のその人らしさを大切にした  

介護を行います。 



 

 

     ②明るく家庭的な雰囲気づくりに心掛け、地域や家庭との結びつきを重視いたします。 

     ③いつも笑顔で挨拶し、誰にでも親切と思いやりの心で接します。 

      ④利用者の生きがいを高め、自立での意欲を支援していきます。 

 

 （４）営業日及びサービス提供時間 

     事業所の営業日及び営業時間は、次の通りといたします。 

      １．営業日   月曜日から土曜日までとする。ただし、緊急時及び、特別訪問               

              看護指示書等により、営業日以外も訪問する。 

      ２．休日    毎週日曜日・年末年始（12/30～1/3）・その他必要とする日。 

      ３．営業時間  午前８時３０分から午後５時３０分までとします。 

      ４．携帯電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とします。 

 

（５）職員配置状況 

①管理者           １人 （常勤、訪問看護業務兼務） 

②看護師           ２人以上（常勤・非常勤） 

③リハビリテーション職員  １人以上（常勤・非常勤） 

④その他必要に応じた職員  必要数 

 

２．サービス内容 

  １ 状態・障害の観察          ６  認知症患者の看護 

  ２ 清拭・洗髪等による清潔の保持    ７  療養生活や介護方法の指導 

  ３ 食事および排泄等日常生活の世話   ８  カテーテル等の管理 

４ 褥創の予防・処置          ９  その他医師の指示による医療処置 

５ リハビリテーション         10   緊急時訪問看護 

 

３．作業・理学療法士等による訪問について 

   作業・理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーシ

ョンを中心としたものである場合に、看護職員の代わりにさせる訪問であることから、訪問

看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態等を評価する観点より、初

回の訪問は作業・理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とし

ます。また、少なくとも概ね３ヶ月に１回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、

利用者の状態の適切な評価を行うものとします。 

 

４．利用料金及び支払い方法について 

  （１）利用料金については、別紙②の料金表を参照して下さい。 

   （２）利用料金については、精算を月末締めとし、翌月１５日までに請求書を送付いたしま

すので、その月末までにお支払い下さい。お支払いの確認が済み次第、領収書を発行い

たします。お支払いについては、窓口での支払い、または指定口座への振込、もしくは

預金口座振替（毎月 28日、土日祝日の場合翌営業日）の方法があります。 

  （３）前号（１）（２）で請求しました利用料が、３ヶ月以上お支払いがなく、その支払いを



 

 

督促したにもかかわらず、特別な事情がある場合を除き、督促状を発行した日から３０

日以内にお支払いがない場合、利用契約を解除・終了させていただきます。 

５．利用手続きについて 

  （１）サービスの利用開始 

    まずは、お電話等でお申し込み下さい。当事業所の職員がお伺いいたします。 

    ＊居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門

員とご相談下さい。 

  （２）サービスの終了 

    ①利用者のご都合でサービスを終了する場合、サービスの終了を希望する日の１週間前

までにお申し出ください。 

    ②やむを得ない事情により事業所の都合でサービスを終了する場合、サービスの提供を

終了させていただく場合がございますが、その場合は事前にお知らせいたします。 

    ③自動終了 

     以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

     ア 利用者が介護保健施設に入所した場合 

     イ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）

と認定された場合。（介護保険給付費でのサービスは受けられませんので、ご相談

ください。） 

     ウ 利用者が亡くなられた場合 

     

６．事故発生時の対応 

サービス提供時において事故が発生した場合は、速やかに家族、関係市町村、居宅介護支

援事業者等に連絡すると共に、必要な措置を講じます。 

また、事業所の介護サービス提供に伴って、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに

損害賠償いたします。 

 

７．サービスの内容に関する苦情 

   （１）事業所の苦情相談窓口 

       ①担 当  者 ： 佐々木 裕三子 

       ②電 話 番 号 ： 0220-35-2656 

       ③F A X 番 号 ： 0220-35-1213 

       ④受 付 時 間 ： 毎日 ８：３０～１７：３０ 

 

   （２）事業所以外の相談・苦情窓口 

       事業所以外に、下記の苦情相談窓口等にも苦情を伝えることができます。 

行政機関名 所在地 電話番号 ファックス番号 

登米市福祉事務所 

長寿介護課 
登米市南方町新高石浦 130 0220（58）5551 0220（58）2375 



 

 

（行政機関その他苦情受付機関） 

         

８．虐待防止と身体拘束のための措置 

  （１）事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、指針の整備を行うとともに、 

責任者を委員長として虐待防止委員会の定期的な開催、定期的な研修の実施にて措置 

を講ずるものとする。 

  （２）事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止し、身体拘束を緊急やむを得ず実 

施する場合は、次の３つの要件を満たした時とし、実施した場合は速やかに身体拘束 

を解除できるように努めるとともに適切に記録します。 

① 切迫性：利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能

性が著しく高い。 

② 非代替性：身体拘束その他の行動制限に他に代わる対応方法がない。 

③ 一時性：身体拘束その他の行動制限が一時的なものである。 

 

９．業務継続計画の策定等 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定訪問看護事業等の提供を継続 

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業 

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものと 

する。 

  （２）事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施する。 

  （３）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行う。 

（４）社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、     

事業所の義務の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をさせて頂く場合があります。

また、事業所の義務の履行が遅延、もしくは不能になった場合、それによる損害賠償

責任を事業所は負わないものとする。 

 

１０．守秘義務 

事業所職員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を、在職中

及び退職後も他に漏らしません。 

 

１１．その他 

  （１）事業所についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求下さい。 

  （２）ご要望やご質問がございましたら、何なりと事業所の管理者またはスタッフにお声が

けください。 

宮城県東部保健福祉事務所 

高齢者支援班 
石巻市あゆみ野五丁目 7 0225（95）1419 0225（94）8982 

国民健康保険団体連合会 

介護保険課 苦情係 
仙台市青葉区上杉 1-2-3 022（222）7700 022（222）7260 



（１）　訪問看護の利用料

【基本利用料】

＜看護師が行う訪問看護＞

＜理学療法士・作業療法士が行う訪問看護＞

12月を超えて訪問を行う場合は更に-150円（20分につき）

（中山間地域に居住する利用者様はサービス提供加算として所定単位数の5％加算となります。）

【加算】

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

特別管理加算
（Ⅰ）
（1月につき）

在宅悪性需要患者指導管理若しく
は在宅気管切開患者指導管理を受
けている状態又は気管カニューレ
若しくは留置カテーテルを使用して
いる状態

5,000 500 1,000 1,500

緊急時訪問
看護加算
（1月につき）

緊急時・状態の変化時・ケアプラン
の訪問予定以外でも訪問看護が受
けられ、電話での相談も24時間対
応させていただきます

5,740 574 1,148 1,722

夜間・早朝加算
夜間（18時～22時）又は早朝（6時
～8時）にサービス提供する場合 上記基本利用料の25％

深夜加算
深夜（22時～翌朝6時）にサービス
提供する場合 上記基本利用料の50％

※（注）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本
　　利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

種類 要件 基本利用料（円）
利用者負担金（円）

基本利用料の
１割

基本利用料の
２割

基本利用料の
３割

40分（看護職員＜リハ職：-160円） 5,880 588 1,176 1,764

60分（看護職員＜リハ職：-240円） 7,938 794 1,588 2,381

１回あたりの所要時間 ※（注）参照
基本利用料の

１割
基本利用料の

２割
基本利用料の

３割

20分（看護職員＜リハ職：-80円） 2,940 294 588 882

サービスの内容 基本利用料（円） 利用者負担金（円）

20分以上30分未満 4,710 471 942 1,413

30分以上60分未満 8,230 823 1,646 2,469

20分未満 3,140 314 628 942

60分以上90分未満 11,280 1,128 2,256 3,384

別紙②-1                                                                   　　　　                         ○介護保険利用料金表○

訪問看護・介護予防訪問看護　利用料金表

　利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基本利用料の１割の額
です。また、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。

サービスの内容 基本利用料（円） 利用者負担金（円）

１回あたりの所要時間 ※（注）参照
基本利用料の

１割
基本利用料の

２割
基本利用料の

３割



初回加算（Ⅱ）

新規に訪問看護計画を作成した利
用者に対して、病院、診療所又は介
護保険施設から退院又は退所した
日の翌日以降に初回の指定訪問看
護を行った場合、１月につき算定。
但し初回加算（Ⅰ）を算定している
場合は算定しない。

3,000 300 600 900

初回加算（Ⅰ）

新規に訪問看護計画を作成した利
用者に対して、病院、診療所又は介
護保険施設から退院又は退所した
日に指定訪問看護を行った場合、１
月につき算定。但し初回加算（Ⅱ）
を算定している場合は算定しない。

3,500 350 700 1,050

退院時共同
指導加算

病院、診療所又は介護老人保健施
設に入院中又は入所中の者が退院
又は退所するに当たり、指定訪問
看護ステーションの看護師等が、退
院時共同指導を行った後に、初回
の指定訪問看護を行った場合に、
退院時共同指導加算として、当該
退院又は退所につき１回（特別な管
理を必要とする利用者については２
回）に限り算定。但し、初回加算を
算定する場合は、算定しない。

6,000 600 1,200 1,800

603

看護師等と
看護補助者

の場合
30分以上

3,170 317 634 951

762

複数の看護
師等の場合
30分以上

4,020 402 804 1,206

複数名加算
（Ⅰ）
（1回につき）

1人で看護を行うのが
困難な場合、利用者
やその家族の同意を
得て2人の看護師等
または1人の看護師
等と1人の看護補助
者で看護を行った場
合。
①利用者の身体的理
由により、1人の訪問
看護か困難であると
認められる場合
②暴力行為、著しい
迷惑行為、器物破損
行為等が認められる
場合

複数の看護
師等の場合
30分未満

2,540 254 508

複数名加算
（Ⅱ）
（1回につき）

看護師等と
看護補助者

の場合
30分未満

2,010 201 402

看護体制強化
加算（Ⅱ）
（1月につき）

在宅における中重度の要介護者の
対応の一定割合を満たす場合 2,000 200 400 600

看護体制強化
加算（Ⅰ）
（1月につき）

在宅における中重度の要介護者の
対応の一定割合を満たす場合 5,500 550 1,100 1,650

サービス提供
体制強化加算
（1回につき）

当該加算の体制・人材要件を満た
す場合 60 6 12 18

特別管理加算
（Ⅱ）
（1月につき）

在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅
血液透析指導管理、在宅酸素療法
指導管理、在宅中心静脈栄養法指
導管理、在宅成分栄養経管栄養法
指導管理、在宅自己導尿指導管
理、在宅持続腸圧呼吸療法指導管
理、在宅自己疼痛管理指導管理又
は在宅肺高血圧症患者指導管理、
人工肛門又は人工膀胱を設置して
いる状態、真皮を超える褥瘡の状
態、点滴を週３日以上行う必要があ
ると認められる状態

2,500 250 500 750

種類 要件 基本利用料（円）
利用者負担金（円）

基本利用料の
１割

基本利用料の
２割

基本利用料の
３割



（２）　介護予防訪問看護の利用料

【基本利用料】

　利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基本利用料の１割の

額です。また、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。

＜看護師が行う訪問看護＞

＜理学療法士・作業療法士が行う訪問看護＞

12月を超えて訪問を行う場合は更に-150円（20分につき）

（中山間地域に居住する利用者様はサービス提供加算として所定単位数の5％加算となります。）

【加算】

（３）　その他の利用料

ご遺体のお世話（エンゼルケア） 10,000

材料費等 実費

交通費（登米市以外に
訪問の場合1回につき）

往復5km以上15km未満 100

往復15km以上 200

※（注）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本
　　利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

（1）訪問看護の利用料、【加算】と同じ。但し、訪問看護体制強化加算（Ⅰ）（Ⅱ）及びターミナルケア加算は除く。

サービスの内容 利用者負担（円）

ケアプランを超える訪問看護利用料　30分につき 4,770

20分（看護職員＜リハ職：-80円） 2,840 284 568 852

40分（看護職員＜リハ職：-160円） 5,680 568 1,136 1,704

サービスの内容 基本利用料（円） 利用者負担金（円）

１回あたりの所要時間 ※（注）参照
基本利用料の

１割
基本利用料の

２割
基本利用料の

３割

30分以上60分未満 7,940 794 1,588 2,382

60分以上90分未満 10,900 1,090 2,180 3,270

20分未満 3,030 303 606 909

20分以上30分未満 4,510 451 902 1,353

サービスの内容 基本利用料（円） 利用者負担金（円）

１回あたりの所要時間 ※（注）参照
基本利用料の

１割
基本利用料の

２割
基本利用料の

３割

ターミナルケア
加算

死亡日及び死亡日前14日以内に2
日（厚生労働大臣が定める疾病等
と特別訪問看護指示で医療保険に
切り替わった場合は介護保険での
訪問が1日でも、医療保険で1日の
合わせて2日）以上ターミナルケアを
行った場合（ターミナルケアを行った
後、24時間以内に在宅以外で死亡
した場合を含む）

25,000 2,500 5,000 7,500

長時間訪問
看護加算
（1回につき）

特別管理加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）の対象
者に対し、1時間30分以上の訪問看
護を行った場合

3,000 300 600 900

口腔連携
強化加算

口腔の健康状態の評価を実施した
場合において、利用者の同意を得
て、歯科医療機関及び介護支援専
門員に対し、当該評価の結果の情
報提供を行ったときは、口腔連携強
化加算として、１月に１回に限り算
定

500 50 100 150

種類 要件 基本利用料（円）
利用者負担金（円）

基本利用料の
１割

基本利用料の
２割

基本利用料の
３割



（１）　訪問看護の利用料

（基本利用料+管理療養費+加算分）×負担割合となります。

法令により、利用料の10円未満は四捨五入となります。

特別受給者証などお持ちの方は、各自治体により自己負担額が変わります。

；

；

別紙②-2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　利用料金表　　　　　　　　　　○医療保険利用料金表○

保
　
　
険
　
　
対
　
　
応

　*基本療養費+管理療養費 料金 1割負担 2割負担 3割負担

　1日目 5,550+7,670 13,220

　*加　算

24時間対応体制加算
（1月につき）

必要時の緊急訪問に加えて、営業時間
外における利用者や家族への指導等に
よる日々の状況の適切な管理といった
対応やその体制整備がある場合、また、
利用者の同意を得られた場合

6,520 652 1,304 1,956

1,322 2,644 3,966

　2日目以降 5,550+3,000 8,550 855 1,710 2,565

特別管理加算

（1月につき）

・在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血
液透析指導管理、在宅酸素療法指導管
理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在
宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅
自己導尿指導管理、在宅持続腸圧呼吸
療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導
管理、在宅肺高血圧症患者指導管理、
在宅人工呼吸指導管理を受けている場
合。人工肛門又は人工膀胱を設置して
いる状態、真皮を超える褥瘡の状態、在
宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定
している場合

2,500 250 500 750

特別管理加算
重症度の高い者
（1月につき）

・在宅悪性腫瘍患者指導管理又は、在
宅気管切開患者指導管理を受けている
状態にある者。気管カニューレ又は、留
置カテーテルを使用している状態にある
者

5,000 500 1,000 1,500

795

ロ
　月１５日目以降 2,000 200 400 600

緊急訪問看
護加算
（1日1回に限り）

利用者・家族等の求めに応じ
て診療所または在宅療養支援
病院の主治医の指示により、
緊急の訪問を行った場合

イ
　月１４日目まで 2,650 265 530

特別管理指導加算
（退院時）

退院後、特別な管理が必要な者に対し
て、退院時共同指導を行った場合に、退
院時共同指導加算に追加して加算

2,000 200 400 600

退院時共同指導加算

主治医の所属する保険医療機関または
介護老人保健施設もしくは介護医療院
に入院・入所中の利用者または家族に
対して、主治医または施設職員とともに
看護師等が療養上の指導を行った場合
に、1回に限り、最初の指定訪問看護の
実施時に算定。ただし、厚生労働大臣が
定める疾病・状態等【B,C】にある利用者
につき２回に限り加算

8,000 800 1,600 2,400

1週間のうち、4回目
からの訪問

訪問看護基本療養費が5,550円から
6,550円に変更 1,000 100 200 300

退院支援指導加算
（退院日）

厚生労働大臣が定める疾病等【B,C】の
利用者及び診療により、退院当日の訪
問看護が必要であると認められた者が
保険医療機関から退院する日に看護師
等が在宅での療養上の指導を行った場
合に、1回に限り、最初の指定訪問看護
の実施日に算定。退院支援指導加算に
規定する長時間の訪問を要する者に対
して指導を行った場合の加算について、
退院日に看護師等が複数回の訪問によ
り療養上必要な指導を行った場合にお
いて、当該指導に要する時間の合計が
90分を超えた場合にも算定

6,000 600 1,200 1,800

1,260

夜間・早朝訪問看護
加算（1回につき）

夜間（午後6時～午後10時までの時間）・
早朝（午前6時～午前8時までの時間）、
深夜（午後10時～翌6時間での時間）
で、利用者の求めに応じて訪問看護を
行った場合に、それぞれ1日1回ずつ
算定

2,100 210 420 630

深夜訪問看護加算
（1回につき）

4,200 420 840

精神科訪問看護基本療養費において、主治医が短時間訪問の必要性を認め、精神科訪問看護
指示書に明記されている場合にのみ30分未満として4,250円を算定。



　*加　算 料金 1割負担 2割負担 3割負担

看護補助者
と同時に指
定訪問看護
を行う場合
で、別に厚
生労働大臣
が定める疾
病等の利用
者【B,C】及
び特別訪問
看護指示期
間中であっ
て、指定訪
問看護を受
けている利
用者につい
ては、1日あ
たりの回数
に応じて算
定

1日に1回
の場合

3,000 300 600 900

1日に2回
の場合

6,000

900 1,350

准看護師の場合
（週に1回）

3,800 380 760 1,140

保健師、助産師、看護
師、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士の
場合（週に1回）

4,500 450

看護補助者の場合
（週に3回）

3,000 300

600 1,200 1,800

1日に3回
の場合

10,000 1,000 2,000 3,000

600 900

長時間訪問看護加算

厚生労働大臣が定める長時間の訪問を
要する者（①15歳未満の超重症児また
は準超重症児、②特掲診療科の施設基
準等別表8に掲げる利用者【C】③特別
訪問看護指示書を受けている利用者）
に対して、1回の訪問看護の時間が90分
を超えた場合について週1回に限り算定

5,200 520 1,040 1,560

1,350

1日3回以
上訪問した
場合

8,000 800 1,600 2,400

難病等複数回訪問

厚生労働大臣が定める疾
病等の利用者【B,C】、特
別訪問看護指示期間の利
用者に対して、必要に応じ
て、1日に2回または3回以
上訪問した場合算定

1日2回訪
問した場合

4,500 450 900

7,500

訪問看護ターミナル
ケア療養費　2

看取り介護
加算（施設
側が算定）を
している利
用者に限る

10,000 1,000 2,000 3,000

訪問看護ターミナル
ケア療養費　1

在宅で死亡した利用者
（ターミナルケアを行った
後、24時間以内に在宅以
外で死亡した者を含む）ま
たは特別養護老人ホーム
等で死亡した利用者（ター
ミナルケアを行った後、24
時間以内に特別養護老人
ホーム等以外で死亡した
者を含む）に対して、その
主治医の指示により、その
死亡日および死亡日前14
日以内に、2回以上指定訪
問看護を実施し、かつ、訪
問看護におけるターミナル
ケアに係る支援体制につ
いて利用者およびその家
族に対して説明したうえで
ターミナルケアを行った場
合算定

25,000 2,500 5,000

看護・介護職員連携
強化加算
（月1回に限り）

登録喀痰吸引等事業者または登録特定
行為事業者と連携し、喀痰吸引等の医
師の指示の下に行われる行為が円滑に
行なわれるよう、喀痰吸引等に関してこ
れらの事業者の介護職員に対して必要
な支援を行った場合に、算定

2,500 250 500 750

訪問看護ベースアッ
プ評価料（Ⅰ）
（月1回につき）

訪問看護管理療養費（月の初日の訪
問）を算定する利用者1人につき、月に
1回まで算定

780 78 156 234

保
　
険
　
対
　
応

複数名
訪問看護
加算

※精神科訪
問看護の場
合は医師が
複数名訪問
の必要性を
認め、精神
科（特別）訪
問看護指示
書にその旨
および記載

厚生労働大臣が定める利
用者（①特掲診療科の施
設基準等別表第7に掲げ
る疾病等の者【B】、②特
掲診療科の施設基準等別
表第8に掲げる者【C】、③
特別訪問看護指示書に係
る指定訪問看護を受けて
いる者、④暴力行為、著し
い迷惑行為、器物破損行
為等が認められる者、⑤
利用者の身体的理由によ
り1人の看護師等による訪
問看護が困難と認められ
る者（看護職員が看護補
助者と同時に指定訪問看
護を行う場合に限る）、⑥
その他利用者の状況等か
ら判断して、①～⑤までの
いずれかに準ずると認め
られる者（看護職員が看護
補助者と同時に指定訪問
看護を行う場合に限る））
に対し、看護職員が同時
に他の看護師等または看
護補助者と、同時に指定
訪問看護を行うことについ
て利用者または家族等の
同意を得て、指定訪問看
護を行った場合に算定



（２）　その他利用料

600 900

在宅患者緊急時等
カンファレンス加算
（月2回に限り）

在宅療養を行っている利用者の状態の
急変時に伴い、在宅療養を担う医療機
関の医師の求めにより、その医師、訪問
診療等をしている歯科医師や薬局の薬
剤師、介護支援専門員、相談支援専門
員と看護師等とで共同で患家を訪問し、
カンファレンスに参加し、療養上必要な
指導を行った場合に算定

　*加　算 料金 1割負担 2割負担 3割負担

乳幼児加算
（1日につき）

6歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ス
テーションの看護師等が指定訪問看護
を行った場合に算定

1,500 150 300 450

保
　
険
　
対
　
応

訪問看護基本療養費
（Ⅲ）外泊中の訪問

在宅療養に備えて一時的に外泊をして
いる者で、次の要件（①～③）に当ては
まる者に対して訪問看護指示書および
訪問看護計画書に基づき、入院中1回に
限り算定（厚生労働大臣が定める疾病
等の利用者【B,C】については2回）。
①「特掲診療料の施設基準等」別表第7
に掲げる疾病の者【B】②「特掲診療料
の施設基準等」別表第8に掲げる疾病の
者【C】③在宅療養に備えた一時的な外
泊にあたり、訪問看護が必要であると認
められた者※同一日に訪問看護管理療
養費は算定できない

8,500 850 1,700 2,550

2,000 200 400 600

訪問看護情報提供
療養費

当該利用者の同意を得て、市町村等、
義務教育諸学校からの求めに応じて、
保険医療機関などのいずれかに指定訪
問看護の状況等の商法を提供した場合

1,500 150 300 450

保
　
険
　
対
　
応

在宅患者連携指導
加算
（月1回に限り）

利用者の同意を得て、訪問診療を実施
している医療機関、歯科、薬局と文書等
により情報共有を行い、看護師がそれを
踏まえた療養上の指導を行った場合

3,000 300

営業時間外（1回につき）
2時間以内 2,000

2時間以上30分につき 1,000

訪問超過料金（通常の訪問看護が1時間半以上超えた場合30分ごとに加算） 1,000

サービスの内容 利用者負担（円）

交通費
（1回につき）

往復5km以上15km未満 100

往復15km以上 200

①末期の悪性腫瘍　②多発性硬化症　③重症筋無力症　④スモン　⑤筋萎縮性側索硬化症　⑥脊髄小脳変性症　⑦ハンチント
ン病　⑧進行性筋ジストロフィー症　⑨パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン
病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。））　⑩多系統萎縮
症（綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群）　⑪プリオン病　⑫亜急性硬化性全脳炎　⑬ライ
ソゾーム病　⑭副腎白質ジストロフィー　⑮脊髄性筋萎縮症　⑯球脊髄性筋萎縮症　⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎　⑱後天
性免疫不全症候群　⑲頸髄損傷　⑳人工呼吸器を使用している状態

「特掲診療料の施設基準等」別表第8に掲げる疾病等の利用者【C】

①在宅麻酔等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者
指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者　②在宅自己腹膜
灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法
指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状
態にある者　③人工肛門又は人口膀胱を設置している状態にある者　④真皮を超える褥瘡の状態にある者　⑤在宅患者訪問点
滴注射管理指導料を算定している者

８：３０～１７：３０ 60分以上90分未満 11,340

その他利用料：交通費・訪問超過料金・営業時間外・その他・ご遺体のお世話（エンゼルケア）については別紙②-2（2）【その他利用料】と同じ

厚生労働大臣が定める疾病等

「特掲診療料の施設基準等」別表第7に掲げる疾病等の利用者【B】

〈営業時間内〉 30分未満 4,770

月曜日～土曜日 30分以上60分未満 8,290

その他（日常生活必要な物品） 実費

ご遺体のお世話（エンゼルケア） 10,000

〇　保険適用外の利用料金　〇

時間帯 時間単位 訪問看護利用料（円）


